
令 和 2 年 第 4 回

さくら市議会臨時会議案書
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付 議 事 件
第 4 回臨時会

番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

1

さくら市新型コロナウイルス感染症対策特別資金

融資に係る利子補給金運用基金条例の制定につい

て

市 長 P 3

2 令和 2 年度さくら市一般会計補正予算（第 8 号） 〃 P 5

報告

1

専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決

定及び和解）
〃 P 26
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議案第1号

さくら市新型コロナウイルス感染症対策特別資金融資に係

る利子補給金運用基金条例の制定について

さくら市新型コロナウイルス感染症対策特別資金融資に係る利子補給

金運用基金条例を次のように定める。

令和 2 年 10 月 15 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市新型コロナウイルス感染症対策特別資金融資に係

る利子補給金運用基金条例

（設置）

第1条 市が、新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特

別措置法（平成24年法律第31号）附則第1条の2第1項に規定する新型コ

ロナウイルス感染症をいう。）の感染の拡大により売上高の減少その他

の被害を受けた中小企業者（中小企業信用保険法（昭和25年法律第264

号）第2条に規定する中小企業者をいう。）を支援するために行う融資

（以下「特別資金融資」）という。）に係る利子補給金を交付する事業

に要する経費の財源に充てるため、さくら市新型コロナウイルス感染

症対策特別資金融資に係る利子補給金運用基金（以下「基金」という。）

を設置する。

（積立て）

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額と
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する。

（管理）

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予

算に計上し、この基金に編入するものとする。

（処分）

第5条 基金は、特別資金融資に係る利子補給金を交付する事業に要する

経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

（委任）

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な

事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（この条例の失効）

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
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議案第 2 号

令和 2 年度さくら市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 2 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 8 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億 8,709 万 6

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 240 億 1,282

万 1 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 10 月 15 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和2年度さくら市一般会計補正予算
（第8号）に関する説明書
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( )

( )

( )

給　与　費　明　細　書

１　一般職

（１）総括

（単位：千円）

職員数 給　与　費

　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計

310

377

310

377

0

0

（単位：千円）

補正後 26,652 22,691 19,555 883 133,307 2,265

補正前 26,652 22,691 19,555 883 133,307 2,265

比　較 0 0 0 0 0 0

職員手当

補正後 35,660 292,265 189,332 17,000 0 321

の 内 訳 補正前 35,660 291,132 189,332 17,000 0 321

比　較 0 1,133 0 0 0 0

補正後 0 0

補正前 0 0

比　較 0 0

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

区　分 共済費 合　計 備考

補正後 394,662 1,283,592 739,931 2,418,185 446,966 2,865,151

補正前 378,225 1,283,592 738,798 2,400,615 446,966 2,847,581

比　較 16,437 0 1,133 17,570 0 17,570

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
宿日直手当

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

区　分 地域手当 寒冷地手当
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額 増減事由別内訳

（千円） （千円）

（３）給料及び職員手当の状況

　　職員１人当たりの給与

　平均給料月額　（円） 302,307 279,433

令和2年4月1日現在 　平均給与月額　（円） 371,122 314,877

　平均年齢　　　（歳） 40.4 55.2

備考　短時間勤務職員以外の職員について作成。

区　分 説　明 備　考

給　料 0

　給与改定に
　伴う増減分

　昇給に伴う
　増加分

　その他の
　増減分

0

職　員
手　当

1,133

　制度改正に
　伴う増減分

　その他の
　増減分

1,133
学校の夏休み期間短縮に
伴う勤務日数増

区　分 一般行政職 技能労務職
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報告第 1 号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分した

ので報告する。

令和 2 年 10 月 15 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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専決処分第 10 号

専 決 処 分 書

地方自治法第 180 条第 1項の規定に基づき、議会の議決により指定された市

長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。

令和 2年 10 月 2 日

さくら市長 뤷塚 隆志

市は、喜連川支所駐車場事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。

1．損害賠償の相手方

住所 福岡県福岡市博多区上牟田 1丁目 19 番 21 号

氏名 株式会社プレナス

2．事故の概要

令和 2年７月 28 日午前 11 時 30 分頃、株式会社プレナスの従業員が喜連

川支所の駐車場を走行中に、雨水排水マスの蓋の上を通過した際、蓋がず

れ前輪タイヤがマスに脱輪し、そのはずみで車両のフロントバンパー及び

下部を破損した。

3．損害賠償の額 62,040 円
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